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事業名及び平成22年度事業概要 

22年度

予算額 

（千円） 

平成22年度実績 担当課 

ア 女性の人権を尊重した表現の推進 

｢男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引｣の活用 

  「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引」を活用し、大

阪府が発行する刊行物等について、男女平等に立った表現の推

進を図る。 

― 同左 男女共同参

画・ＮＰＯ課 

メディアを使用した風俗事件の取締り 

メディアを使用したわいせつ事犯等の風俗事件に対する取締

りを推進する。 

― 平成22年中のメディアを使用

したわいせつ事犯の取締り 

  ８１件  １５０人 

警察本部 

生活安全部 

保安課 

大阪府青少年健全育成条例に基づく青少年に有害な図書類の指

定 

    再掲【６－（１）－ウ】→Ｐ１２３参照 

（―） 再掲【６－（１）－ウ】 

→Ｐ１２３参照 

青少年・地域

安全室 

青少年課 

インターネット上の有害情報にかかる努力義務の普及啓発 

  青少年健全育成条例の趣旨に基づき、青少年がインターネッ

ト上の有害情報を閲覧することを防止するため、フィルタリングソ

フトの活用などにより、有害情報の視聴防止に努めるよう、インタ

ーネット上の有害情報にかかる営業者等及び保護者の努力義務

について普及啓発を行う。 

― 同左 青少年・地域

安全室 

青少年課 

イ メディア・リテラシーの育成 

「性教育指導事例集」の活用 

再掲【７－（１）－イ】→Ｐ１２８参照 

（―） 再掲【７－（１）－イ】 

→Ｐ１２８参照 

教育振興室

保健体育課 
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